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令和２年１２月２５日（金） 午前１０時開会 

 

市役所みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

上入來 幸一（会長） 仮屋 幸孝（運営委員） 松下 清美（会長代理） 
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福永 大悟      堀之内 薫       室屋 智美 

横峯 明人 

 

 

 

主 幹   新地 

支局主任  末永、安田、溝川、東、今吉、石田 

専門員   井上、矢崎 

主 査   安樂、内村、水盛、取違、二俣、渡邉、原口 

主 任   鮫島、山本、平川 

技 師   遠矢 

 

１ 農地法第３条許可申請に関する件 

２ 農地法第４条許可申請に関する件 

３ 農地法第５条許可申請に関する件 

４ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件 

５ 非農地認定に関する件 

６ 農地利用変更届出に関する件 

７ 農用地利用集積計画に関する件 

８ 農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

９ 令和４年度国への農地等利用最適化推進施策の意見について 

 

１ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

 ２ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

３ 農用地利用配分計画に関する報告の集計について 

４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について 
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議    長 

 

 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和２年度第９回総会を開催いたしま

す。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１９人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、福永委員、堀之内委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。 

議題７．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限

となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～４ページ １５件 

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請事由：贈与、受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、１３番委員お願いします。 

 

１ ３ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買 

以上です。 

 

議 長 次に、桜島、１９番委員お願いします。 

 

１ ９ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、農業廃止、新規就農、所有権移転、売買 

番号５号、農業廃止、新規就農、所有権移転、売買 

番号６号、労力不足、新規就農、所有権移転、売買 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、３番委員お願いします。 
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３ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

番号９号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

番号１０号、自作地交換、自作地交換、所有権移転、交換。 

番号１１号、自作地交換、自作地交換、所有権移転、交換。 

番号１２号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

番号１３号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１５号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１５件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 
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議題２．農地法第４条許可申請に関する件 

５ページ～６ページ ５件 

議    長 次に、議題２「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：駐車場６７９．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画、

東…水路、西・南…宅地、北…私道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

番号２号、作業場２５１．００㎡、東・西・南…宅地、北…宅地、里道、境界

…ブロック積、雨水…自然流下。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、土地の一部に盛り土をしていたことから、

今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならない  

こと、今後は、このようなことのないよう指導しました。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。 

 

１ ３ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、貸資材置場１２０．００㎡、車両置場２６４．００㎡、通路等４４

３．００㎡、東・南・北…他人畑、西…市道、境界…コンクリート擁壁、雨水…

自然流下。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、クヌギ３００本１，４４１．００㎡、東・西…山林、南…宅地、北

…本人畑、境界…土留、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、障害者支援施設１棟２７９．４０㎡、通路１７７．１０㎡、運動場

１，８２８．５０㎡、東…市道、西…雑種地、南…宅地、北…他人畑、境界…土

留、ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。 

本件ついて補足説明をさせていただきます。 

申請地は、郡山支所から北西へ約１．７ｋｍに位置する第２種その他の農地に 

該当します。 

この土地は農地法第３条の不許可の例外で認められている農地法施行令第２

条第１項１号ハ「社会福祉法人が、リハビリテーション農場等その業務の運営に

必要な施設の用に供すると認められる場合」に該当するため、平成２２年８月２

０日に、申請人である社会福祉法人が取得し、リハビリ農園として利用してきた

土地であります。 

今回、当該社会福祉法人が運営する障害者支援施設の運動場にコロナ対策とし

て、入居者の隔離用個室３室を建築することが必要となったことに伴い、運動場

が手狭になり、また、当該施設の利用者増加により、その事業実施に伴う作業室

の増設が必要になったことから、隣接する本申請地に、作業室等を備えた障害者

支援施設１棟と運動場を整備するものです。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」５件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。 
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議題３．農地法第５条許可申請に関する件 

７ページ～１２ページ ２２件 

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：資材置場７０．８０㎡、駐車場１０９．１４㎡、周囲

の状況及び被害防除計画：東…市道、西・北…他人畑、南…貸人畑、境界…土留、

雨水…自然流下、権利の種別：使用貸借権。 

番号２号、駐車場１０７．００㎡、東・南…宅地、西…里道、北…他人畑、境

界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号３号、住家１棟８１．１５㎡、庭敷地等２１７．８５㎡、東・南…貸人畑、

西…宅地、北…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、

使用貸借権。 

番号４号、住家１棟６３．７６㎡、庭敷地等１９７．２４㎡、東・西・北…宅

地、南…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権

移転、贈与。 

番号５号、住家１棟９４．１６㎡、庭敷地等１０６．８３㎡、東…貸人畑、西

…里道、南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、

使用貸借権。 

番号６号、住家１棟６６．２４㎡、庭敷地等４３２．７６㎡、東・北…里道、

西…渡人畑、南…宅地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

番号７号、建売住宅２棟１５８．１６㎡、庭敷地等２５２．８４㎡、東…市道、

西・南…渡人畑、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。 
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７ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、クヌギ１６本１０８．００㎡、法面等６２９．００㎡、東…山林、

西…宅地、国道、南…山林、国道、北…宅地、山林、境界…土留、コンクリート

擁壁、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。 

この件について補足説明をいたします。 

申請地は伊敷支所から北へ約２．８㎞に位置する第２種農地のその他の農地に

該当します。 

申請人は申請地を取得し、クヌギを植えて転用を行うものです。当該地は甲突

川沿いの国道３号線と山林に挟まれた急傾斜地です。出入り口が無く農業用水も

無いことから耕作に適さない場所であり、急傾斜地のため有効利用できる面積が

１０８㎡と限られています。 

その為、植林するクヌギの本数が１６本になったものです。 

 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。 

 

１ ３ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、住家１棟６３．３４㎡、庭敷地等１３７．６６㎡、東…市道、西・

南・北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、贈与。 

番号１０号、通路１６９．００㎡、東…水路、里道、西…渡人畑、雑種地、南

…市道、北…渡人畑、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１１号、住家１棟９４．４０㎡、庭敷地等１３６．６０㎡、東・南・北…

渡人畑、西…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所

有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、桜島、１９番委員お願いします。 

 

１ ９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、住家１棟１０２．６８㎡、庭敷地等３８５．３２㎡、東…渡人畑、

宅地、西・南・北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化

槽、所有権移転、売買。 

この件につきまして、補足説明をいたします。 

申請地は桜島支所から南西へ約３．１㎞に位置する、おおむね１０ｈａ以上の

農地の広がりのある「第１種農地」に該当します。 

「第１種農地」は原則として農地転用することはできませんが、農地法施行規

則第３３条第４号に定めるところの不許可の例外となる「集落接続施設」に該当

することから、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでございます。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。 
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、太陽光発電１，３６８．００㎡、資材置場２６１．００㎡、駐車

場１０５．００㎡、法面等１，２１４．００㎡、東・南・北…山林、西…農道、

境界…防護柵、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

この件について補足説明をいたします。 

申請地は喜入支所から南へ約６．４ｋｍに位置する第２種農地のその他の農

地に該当します。 

申請人は申請地を取得し、太陽光発電施設及び、資材置場として転用を行う

ものです。 

 発電規模としましては、太陽光パネル１９２枚、発電出力４９．５ｋＷで約

１０世帯分の年間消費電力をまかなう事になります。 

なお、九州経済産業局からの発電設備認定の通知を、令和元年３月に受けて

おります。また九州電力との系統連係に係る契約も成立していることを確認し

ております。 

番号１４号、太陽光発電１，４４６．００㎡、通路等２５０．００㎡、東・西

…水路、南…他人田、北…他人田、宅地、境界…防護柵、雨水…自然流下、所有

権移転、売買。 

この件について補足説明をいたします。 

申請地は喜入支所から南へ約１．１ｋｍに位置する第２種農地のその他の農

地に該当します。 

申請人は申請地を取得し、太陽光発電施設として転用を行うものです。 

 発電規模としましては、太陽光パネル２１６枚、発電出力４９．５ｋＷで約

１０世帯分の年間消費電力をまかなう事になります。 

なお、九州経済産業局からの発電設備認定の通知を、令和２年８月に受けて

おります。また九州電力との系統連係に係る契約も成立していることを確認し

ております。 

また出入りについては、東側水路に蓋が被っている場所から行います。水路を

利用することについては、農地整備課との協議は済んでおります。 

番号１５号、住家１棟８８．４４㎡、庭敷地等２７９．５６㎡、東…渡人畑、

西・南…市道、北…渡人畑、他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水

…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。 
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３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１６号、住家１棟９５．６４㎡、車庫２７．３２㎡、庭敷地等１９９．０

４㎡、東・西・南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、使用貸借権。 

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。 

申請地は、松元支所から南東へ約４ｋｍに位置する第２種農地のその他の農地

に該当します。 

譲受人は、現在借家住まいのため、父が所有する申請地に自宅を建築しようと

するものです。 

私道から父の自宅敷地内を通って進入するため、通行承諾書が添付されており

ます。 

また、周囲の状況及び被害防除計画の欄に、雨水は市道側溝とありますが、父

宅からの排水管に接続し市道へ流す計画です。 

番号１７号、宅地分譲１，００３．０１㎡、通路１１４．０２㎡、東・北…市

道、西・南…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所

有権移転、売買。 

番号１８号、建売住宅８棟１，７９０．０８㎡、通路１９４．９２㎡、東…里

道、西・南…水路、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１９号、住家１棟７９．６０㎡、庭敷地等１６７．３３㎡、東・西…宅地、

南…県道、北…市道、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号２０号、住家１棟４２．００㎡、倉庫１棟１５．００㎡、庭敷地４１５．

００㎡、法面等３４８．００㎡、東…山林、西…市道、南…宅地、北…水路、境

界…土留、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

本件について補足説明をさせていただきます 

申請地は、郡山支所から西へ約２．３ｋｍに位置する第２種その他の農地に該

当します。 

法面や建築上の後退部分・防火水槽があり、使用できない面積が３４８㎡あり

ます。従って、有効面積は４７２㎡となり、転用はやむを得ないと判断いたしま

した。 

番号２１号、住家１棟４１．４０㎡、通路５７．５８㎡、庭敷地等１６６．８

８㎡、東・西・北…宅地、南…市道、宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号２２号、貸資材置場９６０．００㎡、駐車場３３０．００㎡、通路２８０．

００㎡、緩衝地等８９５．００㎡、東…他人畑、西・南…他人畑、原野、北…山

林、里道、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

１２号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されま

す。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申

請に関する件」２２件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、第１種農地である番号１２号につきましては、「県農業会議」に意見聴取

し、許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたし

ます。 

 

 

議題４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件 

１３ページ～１４ページ ４件 

議 長 次に、議題４．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議し

ます。 

谷山、喜入、松元地区に合意解約の通知が出ております。 

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第１８条第６

項の規定による通知に関する件」４件につきましては、原案どおり受理すること

に決定いたします。 
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議題５．非農地認定に関する件 

１５ページ～１８ページ １２件 

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：２１９－３：住家１棟、５５年経過、現況宅地。２１９

－６：通路として５６年経過、現況道路。 

番号２号、調査結果：３８６８－１：事務所１棟、約２０年経過、現況宅地。

５１７７－１：雑木・ゴキ竹自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号３号、調査結果：住家４棟、４１年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、調査結果：通路として１２年経過、現況道路。 

番号５号、調査結果：杉、檜、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号６号、調査結果：孟宗竹自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号７号、調査結果：通路として４０年経過、現況道路。 

番号８号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。 

 

１ ３ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、調査結果：共同住宅１棟、２５年経過、現況宅地。 

番号１０号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、調査結果：住家１棟、倉庫２棟、約８０年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。 
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３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、調査結果：杉、檜、孟宗竹自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する

件」１２件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題６．農地利用変更届出に関する件 

１９ページ １件 

議 長 次に、議題６．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。 

それでは、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑として利便性を高める。工事開始日：令和３年２月１日、工事終了

日：令和３年２月２８日、周囲の状況：東・西…宅地、南…市道、北…他人田、

境界…ブロック積、コンクリート擁壁、高さ…０．７５ｍ、作物…野菜、搬入土

…シラス、黒土。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農地利用変更届出に

関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。 
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議題７．農用地利用集積計画に関する件 

２０ページ～４２ページ ５４件 

議    長 次に、議題７．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。 

３８ページ、番号４７号につきましては、８番委員自身が申請人となっている

案件でございます。 

従いまして、８番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条

の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

８番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（８番委員離席後） 

 

それでは、番号４７号につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明します。 

資料の３８ページをお願いします。 

番号の４７号、地目、現況ともに畑、面積は３，５６７．００㎡、権利の種類

は使用貸借権、区分：更新。 

 令和２年１２月２８日公告予定です。 

 これは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。 

 

 以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号４７号につきましては、原案どおり、承認することに決定い

たします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、８番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。 

 

（８番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

残りの５３件及び先ほどの１件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。 
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事 務 局 資料の２０ページをお願いします。 

「議案第７号」、令和２年１２月２８日公告予定の、農用地利用集積計画集計表 

について、ただいまの分も含め、ご説明申し上げます。 

 

集計表の右下の合計欄になります。 

所有権０件、０筆、０㎡、賃借権２９件、６１筆、６７，８３３．００㎡、使用

貸借権２５件、４４筆、３３，４３０．００㎡、合計５４件、１０５筆、１０１，

２６３．００㎡です。 

 

なお、資料の２１ページから４２ページは、農用地利用集積計画の内容、うち、

３９から４２ページは、配分計画を含む内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。 

 

以上で、説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明 

がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題８．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料２ １件 

議    長 次に、議題８．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。 

それでは、喜入、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、喜入瀬々串町浜田地区にあり、喜入支所から北西へ約５

ｋｍに位置し、東側は宅地、西・南側は渡人畑、北側は市道に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

事業実施の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「７番委員」挙手あり〕 

 

はい、７番委員どうぞ。 

 

 

７ 番 委 員 農用地の外周部と書いてありますが、４ページ、５ページを見ると、こういう

のも外周部として判断していいのでしょうか。農地の中心のような気がします。 

 

喜 入 支 局 周りが除外地域に隣接していますので、外周部という形で判断させていただき

ました。 

 

７ 番 委 員 見解を聞きたかっただけです。全体的に見ると農用地の真ん中にあるみたいな

気がします。 

 

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。 

 

 

議題９．令和４年度国への農地等利用最適化推進施策の意見について 

  別冊資料３ 

議    長 続きまして、議題９．「令和４年度国への農地等利用最適化推進施策の意見につ

いて」を審議します。 

今月と来月のふた月にかけて話し合っていただき、来月は最終的に提案を取り

まとめていきたいと思います。 

なお、各地域から上がってきました意見につきましては、１２月の運営連絡会

において協議し、その全てについて今回提案しています。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 
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事 務 局 「令和４年度国への農地等利用最適化推進施策の意見について」別冊資料３を

ご覧ください。 

それでは、提案内容について、説明させていただきます。 

１ページをご覧ください。 

各地域から提案をしていただいたものを５つの項目に取りまとめました。 

１ 有害鳥獣被害対策に関すること 

２ 遊休農地の解消や発生防止に向けた山間地における農地の基盤整備の推進

等に関すること 

３ 農業後継者等の育成・確保等に関すること 

４ 食料自給率の向上や家族経営の保護等に関すること 

５ スマート農業推進の支援強化に関すること 

この５項目のうち、番号１から番号３までは継続事項、番号４及び番号５につ

きましては、新たな提案となります。 

番号１から３までの項目中、新たな提案部分、及び番号４及び番号５の要点に

つきまして以下読み上げます。 

２ページをご覧ください。 

１ 有害鳥獣被害対策に関すること 

② ヤンバルトサカヤスデの駆除を行っていただきたい。 

５ページをお開きください。 

２ 遊休農地の解消や発生防止に向けた山間地における農地の基盤整備の推進

等に関することのうち、⑦耕作放棄地の解消について及び⑧未相続農地の解消に

向けた対策についてです。 

農地相続手続きの簡素化を進めていただきたい。 

また、所有者が死亡した農地について、相続登記が進まない状況にあるため、

一定年数納税管理者として管理している場合に所有権を変更できるよう法の改正

を行うこと。 

６ページをご覧ください。 

３ 農業後継者等の育成・確保等に関することのうち、⑩農業後継者等の確保

についてです。 

新規就農者への「農業次世代人材投資事業」等の継続、拡充する十分な予算確

保に努めていただきたい。 

７ページをお開きください。 

食料自給率の向上や家族経営の保護等に関すること 

⑪食料自給率を高め日本の農業を発展させるために及び⑫大型化だけで守れな

い日本農業です。 

２０年度の農林業センサスによると、離農者の拡大、農業従事者の減少、高齢

化等により、生産基盤の弱体化が早まっている。 

この流れを断ち切るために、輸入自由化をやめること、自給率を高めるため農

産物の価格・所得補償を充実させること、家族農業に対する方策等を実践してい

ただきたい。 

８ページをお開きください。 

⑬スマート農業推進の支援の強化についてです。 

スマート農業とは、先端技術を活用し、省力化や大規模生産、品質の向上など

を目指す新たな農業のことで、ロボットやＡＩ、装置をインターネットで結ぶＩ
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ＯＴなどの技術を、農作業や出荷の管理などに活用する農業である。 

このスマート農業推進のために、十分な予算を確保する等、今後支援策の充実

を図っていただきたい。 

以上です。 

よろしくお願いします。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

内容を検討し、提案事項を整理したいと考えますが、皆様から何かご意見・ご

質問等ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、議題９．「令和４年度国への農地等利用最適化推進施策の意見につい

て」は、皆様方から出されたご意見を基に、運営連絡会と事務局で整理し、次回

の第１０回総会で再度まとめたいと思います。 
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報        告        事        項 

１．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

４３ページ～４４ページ ５件 

議 長 報告事項１「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項２「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

資料の４３ページをお開きください。 

 

報告事項１ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合、農業委

員会に届出を要するものです。 

 

今回の届出件数は、５件、登記地目別では、 田４筆、２，７７８．００㎡、畑

８筆、４，２８１．００㎡、その他０筆、０㎡、計１２筆、７，０５９．００㎡、

取得した事由は、相続が５件、権利の種類は、所有権が５件、農業委員会による

あっせん等の希望は、有が０件、無が５件です。 

 

次の４４ページは、届出の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

２．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４５ページ～５３ページ ２５件 

事 務 局 

 

次に、４５ページをお開きください。 

 

報告事項２、農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内の農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決に

より処理したものです。 

第４条関係は、一般住宅３件、駐車場２件で、合計５件です。 

 

４６から４７ページは届出の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

元に返っていただき４５ページをお願いします。 

第５条関係は、上から順に一般住宅１６件、駐車場２件、店舗等１件、その他

１件で、合計２０件です。 

 

資料の４８ページから５３ページは、第５条の届出の内容です。 

 

お目通しをお願いいたします。 
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３．農用地利用配分計画に関する報告の集計について 

５４ページ～５５ページ １件 

事 務 局 

 

５４ページをお開きください。 

令和２年１１月３０日認可の農用地利用配分計画に関する報告の集計です。 

これは、県地域振興公社が作成した農用地利用配分計画について、県知事が認

可したことにより、令和２年１２月１日から貸付の始期が始まるものです。 

  

賃借権 １件、２筆、面積は １，１２１．００㎡。 

 

 今回の分は、平成２７年１２月の総会で審議していただきました農用地利用

集積計画で、農地を中間管理機構である県地域振興公社に貸付けたものを、同公

社が担い手へ貸し出したものになります。 

 

５５ページは農用地利用配分計画の内容です。 

 

お目通しをお願いいたします。 

 

４．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について 

別冊資料４ 

議 長 次に、報告事項４「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。 

表の一番下の合計欄をご覧ください。 

まず 二段書きの上の段の１０月分については、訪問戸数１５７戸、うち不在

４３戸、調査回答戸数１３３戸、貸出希望７戸１１４．９２アール、借入希望１

戸２０．００アール、貸出実績、借入実績、中間管理事業活用実績はありません

でした。 

次に、下の段の累計については、訪問戸数４，４１８戸、うち不在４２１戸、

調査回答戸数４，０２９戸、貸出希望２１６戸４，５９１．２３アール、借入希

望４４戸２，００９．００アール、貸出実績１４戸１９８．４６アール、借入実

績９戸１１０．９４アール、中間管理事業活用実績４６．１７アールでした。 

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。 

以上で報告を終わります。 
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議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１０時４５分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 

 

 

 

・令和２年度第１０回総会（月例）開催日時は、 

１月２８日（木）午前１０時開会 

本館２階 講堂 

 

総会に引き続き、令和２年度第２回合同委員会を午前１１時１０分から開催い

たします。 

農業委員の方の座席はそのままになります。時間になりましたら、席にお戻り

くさいますようお願いいたします。 

 

 

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

 

閉 会（午前１０時５０分） 

 

 


